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（配偶者の給与収入）

（105万円未満）

（110）

（115）
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（135）

（140）

（141万円未満）

141万円103万円

６

３

31

38万円

36

16

11

21

26

０

最高

38万円

納税者本人の

受ける控除額

配偶者の

給与収入

②配偶者特別控除

①配 偶 者 控 除 ３８万円

（給与収入103万円以下の配偶者を対象）

所定労働時間・日数 適用の有無

通常労働者の３／４以上 被保険者として適用対象

通常労働者
の３／４未満

年収130万円以上 適用対象外

（国民年金、国民健康保険に加
入）

年収130万円未満 被扶養者として適用対象

被扶養者の厚生年金、健康保険適用の有無被扶養者のパート収入と税（一例）

※記号の説明 ○：受けられる、△：収入に応じて減少、×：受けられない

妻のパート
収入

夫の税金 妻の税金

配偶者控除 配偶者特別控除
所得税

住民税
（所得割）

所得税 住民税 所得税 住民税

103万円以下 ○ ○ × × かからない
100万円以

下はかから
ない

103万円超141万
円未満

× ×

○
↓
△

○
↓
△ かかる かかる

141万円以上 × ×

配偶者控除・配偶者特別控除（所得税）について

図表４９ 被扶養者の税・社会保障制度

○ 被扶養者は年収103万円、130万円を区切りとして、税や社会保障制度の対象となる。

税・社会保障制度が世帯所得に与える影響

出典：日韓非正規労働フォーラム2009報告論文（主催：日・韓非正規労働フォーラム2009組織委員会）
夫の年収を５００万円に固定し、妻が労働時間を増やし、夫婦合算の税引後の手取り所得の変化



６０～６４歳の在職老齢年金制度

○賃金（ボーナス込み月収）と年金の合計額が２８万円を上回る場合

は、賃金の増加２に対し、 年金額１を停止。

○賃金（ボーナス込み月収）が４７万円を超える場合は、賃金が増加

した分だけ年金を停止。

２８万円

賃金

（ボーナス込み月収）
４７万円

賃金と年金月額
の合計額

年金１０万円の方の
賃金と年金の合計額

年金２７万円の方の賃
金と年金の合計額

１８万円

賃金と年金月額の合計
が２８万円を超えたら、
年金を一部カット

賃金が４７万円を超えたら、
賃金の増加分だけ年金をカット

１０万円

０

○基礎年金は全額支給する。

○賃金（ボーナス込み月収）と厚生年金（報酬比例部分）の合計額

が４７万円を上回る場合には、賃金の増加２に対し、年金額（報酬

比例部分）１を停止。

６５歳以上の在職老齢年金制度

４７万円

賃金

（ボーナス込み月収）

左図の報酬比例部分の他、
基礎年金は全額支給

3７万円

賃金 （ボーナス込み月収）
と年金月額（報酬比例部
分）の合計

賃金と年金月額の合計が４７万
円を超えたら、年金を一部カット

年金（報酬比例部分）
１０万円の方の年金
と賃金の合計額

１０万
円

図表５０ 在職老齢年金制度


